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ドイツ容器包装廃棄物政策に関する
環境政策史的考察

喜 多 川　進

第 1節　課題設定

1．ドイツの容器包装廃棄物政策

　ドイツ⑴の容器包装廃棄物政策は，1991年 6月に制定された容器包装令を

核とする⑵。容器包装廃棄物の発生抑制を目的としている容器包装令は，容

器包装廃棄物の回収・分別の責任所在をそれまでの自治体から，容器包装の

製造・販売などにかかわる事業者に移したことから，新しい環境責任原則で

ある拡大生産者責任（Extended Producer Responsibility: EPR）のもっとも早い

導入例（OECD［2004: 120］）としても知られる。そして，容器包装令はオー

ストリアやフランスといった欧州諸国のみならず日本にも影響を及ぼし，

1995年制定の容器包装リサイクル法の契機にもなった。

　容器包装令が1991年に制定され，そして，のちに EPRと称されるコンセ

プトが世界に先駆けてドイツで提唱されたことについては，とりわけ私たち

日本人は，ドイツでは緑の党や環境保護団体が一定の勢力を有しているため

であるといった漠然とした印象をもちやすい。

　ドイツの環境政策に関する研究者としてよく知られるミランダ・シュラー

ズ（Miranda Schreurs）によれば「ゴミの削減・リサイクル計画（中略）のよ
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うな，ドイツのもっとも知られている政策転換の多くは，ヘルムート・コー

ルの保守的なキリスト教民主同盟政権のもとで行われた。小さな緑の党や環

境に敏感な世論が存在するだけで，キリスト教民主同盟と社会民主党の双方

を環境問題に振り向けさせるのに十分だった」（シュラーズ［2007: 217-218］）

とされる。ドイツの環境政策の推進要因として，緑の党，環境保護団体，環

境系シンクタンクなどを中心とする環境政策コミュニティの存在を一貫して

強調している同書の理解にたてば，コール政権期（1982～1998年）において

も環境政策コミュニティのおかげで，ゴミの削減・リサイクル計画，なかで

も容器包装廃棄物分野における政策転換が起こったと理解できる。

　たしかに，緑の党が社会民主党（Sozialdemokratiche Partei Deutschlands: 

SPD）とともに連邦政権与党を形成していた1998年から2005年までの間であ

れば，気候変動防止政策，再生可能エネルギー政策のように環境政策コミュ

ニティの直接的な影響が容易に想像されるが，コール政権期の容器包装廃棄

物政策もはたしてそうなのだろうかという疑問が湧く。

　コール政権期において，緑の党に代表される環境政策コミュニティがドイ

ツ各政党の環境政策のレベルを上げたことを，筆者は否定するつもりはない。

また，政策選択の根底には緑の党や環境保護に敏感な世論の存在もあろう。

しかし，環境政策コミュニティの存在があったにもかかわらず，なかなか選

択されなかった政策もある。そのひとつの例が環境税である。環境税に関し

ては，ドイツ語圏では1970年代後半から研究者レベルで盛んに議論されてき

た（Binswanger et al. Hrsg.［1978］）。ドイツにおいても環境税をめぐる論争が

展開され，環境保護団体や緑の党のみならず SPDも環境税の導入を提案し

たが，コール政権は経済界への配慮からその導入を一貫して拒否した。その

ため，ドイツが環境税を導入したのは，北欧諸国やオランダに大きく遅れて

1999年であった。

　この例から，環境政策コミュニティの存在が直ちにコール政権の環境政策

には結びついてはおらず，同政権において環境政策が一様には推進されてい

ないことがわかる。経済界にとって回収・分別コストなどの新たな費用負担
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をともなったはずであるにもかかわらず，第 2節で述べるような先進的な側

面をもつドイツの容器包装廃棄物政策が，コール政権期に生み出されたのは

なぜか，そして，それはいかにしてなされたのかという疑問は残されたまま

である。

2．先行研究の検討　

　ドイツの容器包装廃棄物政策に関しては，1991年の容器包装令の制定後，

Michaelis［1993］をはじめとする環境経済学者による経済学的な分析がな

された。容器包装令への対応のために，容器包装廃棄物の回収・分別システ

ムであるデュアル・システム⑶が1990年に設立されたが，環境経済学者によ

る研究は，デュアル・システムの効率性や廃棄物減量効果を経済学的に議論

するものであった。

　一方，ドイツの環境政治学者は，1970年代以降の自国の環境政策の展開を

研究してきた。その分野での代表的な業績といえるWeidnerらの研究は，個

別の環境政策を詳細にみるのではなく，各政権の政策の傾向を大局的にとら

えることを重視しており，容器包装廃棄物政策にはほとんど注目していない

（Weidner und Jänicke［1998］，Weidner［1989］）。本章では，のちに述べるよう

に容器包装令制定への布石を打った政治家としてフリードリヒ・ツィママン

（Friedrich Zimmermann）に注目しているが，Weidnerらがツィママンの環境

政策上の成果として注目しているのは大気汚染防止政策であり，ツィママン

が提案したものの挫折した容器包装廃棄物政策のアイディアの重要性は看過

されている。そして，容器包装令制定は，当時の連邦環境大臣クラウス・テ

プファー（Klaus Töpfer）によるものであると比較的単純に記述されているに

過ぎない。また，彼らは，環境政策が「なぜ」変わったのかという点には注

目するが，「いかにして」変わったのかを丹念に明らかにしてはいない。　

　その一方で，近年，少数ではあるが，容器包装令の成立過程に焦点を当て

た次のような研究もなされるようになった。



132

　政治社会学者である Keller［1998］および Viehöver［2002］は，ツィママ

ンの動向にも目配りしながら容器包装廃棄物政策の展開を考察している。し

かし，メディア研究者である彼らの主眼は，新聞などのメディアでの議論が

容器包装令成立にいかなる影響を及ぼしたのかという点にある。また，使用

した資料は新聞が中心であるため，容器包装令の成立過程は詳細に明らかに

されてはいない。

　のちにみるように，容器包装令の核心部についての議論と決定がなされた

のは，1990年の 1月から 6月頃であるが，この期間の動向を詳細に追った研

究はこれまでなされていない。その理由のひとつは，この時期に連邦環境省

（Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: BMU）⑷が作成

したいくつかの容器包装令草案の存在自体が，研究者にもほとんど把握され

ていなかったためである。つまり，容器包装令の成立過程に関する研究がほ

とんどされていない背景には，容器包装令の成立後の制度概要と発生した問

題の把握が喫緊の課題であったため，その成立過程がさほど注目されなかっ

たことだけでなく，容器包装令の成立過程に関する資料が発掘されなかった

ことがあると筆者は考える。

　たとえば，Feess-Dörr et al.［1991: 157-158］は，BMUは1990年 6月に容

器包装令の草案を公表したとし，その主要点を簡単に紹介している。しかし，

その典拠は，日付などの文書情報不明の「草案」とされるものに過ぎない。

その記述は，草案原文ではなく，伝聞情報に基づいている可能性すらある。

また，Struß［1991: 87］では，同年 4月23日付の草案， 5月17日に公表され

た草案，さらに修正を施されて 6月に公表された日付不詳の草案について簡

単な言及がなされているに過ぎない。さらに，それらの草案の典拠もやはり

明らかではない。一方，筆者によれば，1990年 6月までの期間に限っても，

4月20日付， 5月 3日付， 5月28日付， 5月30日付， 6月 7日付， 6月11日

付の容器包装令草案が確認されている。ドイツ容器包装令に関し，このよう

な度重なる修正を経た草案を利用した研究は，国際的にみても管見のかぎり

存在しない。
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　じつは，容器包装令制定に向けた動きが活発化した1990年の動きは，それ

以前の容器包装廃棄物政策の展開をふまえたものでもある。しかし，これま

での研究には，1980年代の一連の容器包装廃棄物政策の展開をふまえること

により，容器包装令の成立過程の解明を図るものはほとんどない。

3．本章の課題とアプローチ

　以上の先行研究の検討をふまえて，これまで明らかにされてこなかった次

の 2つの問いの解明を，本章の課題とする。

　すなわち，ひとつ目の問いは，「ドイツの保守連立（キリスト教民主同盟，

キリスト教社会同盟，自由民主党）のコール政権が，容器包装廃棄物政策を推

進したのはなぜなのか」である。また，のちに，デュアル・システムは拡大

生産者責任の最初の適用例とみなされるようになるが，一見すれば事業者に

厳しいデュアル・システムのコンセプトは，実際にはドイツの経済界によっ

て提案されたものである。そこで，「のちに拡大生産者責任と称されるコン

セプトを，経済界自らが提案したのはなぜなのか」を 2つ目の問いとする。

　したがって，本章では，これらの 2つの問いの解明を目的としつつ，容器

包装令をひとつの帰結とするドイツの容器廃棄物政策の成立過程を明らかに

したい。

　保守連立政権内での容器包装廃棄物政策の成立には，さまざまなアクター

がかかわっていたが，同政策に関する大きな動きがあったのは，1984年から

1986年にかけてと1990年であった。ひとつ目の問いに答えるためには，この

両時期を考察する必要がある。すなわち，第 3節ではツィママンが推進の立

役者となった1984年から1986年に焦点を当て，第 4節では BMUおよびテプ

ファーが推進役となった1990年の動向を考察する。 2つ目の問いに関しては，

第 4節が答えを与えてくれるであろう。

　これらの問いへの回答は，ドイツで独創的な容器包装廃棄物政策が生み出

された背景を明らかにするだけでなく，次に示すような意味ももつ。
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　すなわち，日本では，2006年の容器包装リサイクル法改正時においても回

収・分別責任を担うことへの事業者の反対が強硬であったことなどから，回

収・分別は従来どおり自治体責任にとどまった。その点を思い起こせば，ド

イツでの EPR導入の早さはいっそう際立つ。したがって，1991年というき

わめて早い時期にのちに EPRと称される発想がドイツでなぜ，いかにして

誕生したのかという点の解明は，日本の環境政策のあり方を再検討するうえ

でも不可欠の作業である。さらに，日本のみならず後続する他国の環境政策

を検討するうえでも示唆を与え得る。

　この 2つの問いに，本章では環境政策史のアプローチを用いて回答してい

く。環境政策史については，Kitagawa［2011］，喜多川［2013］および寺尾

による本書序章を参照されたいが，端的にいえば，環境政策史は，環境政策

の成立・展開過程の歴史的視点からの解明をめざしている。環境政策に関す

る歴史的研究はこれまでほとんど注目されてこなかったが，環境政策史は環

境政策の来歴の丹念な追跡を通して政策の全体像の理解に迫ろうとするもの

である。本章では，環境政策研究でほとんど利用されることがなかった未公

刊公文書を含む一次資料⑸も用いて研究を進める。

第 2節　容器包装令およびデュアル・システムの概要

1．容器包装令の概要

　ドイツにおいて1991年に制定された容器包装令は，第 1節で述べたとおり，

新しい環境責任原則である EPRのもっとも早い導入例とされ（OECD［2004: 

120］），その後の各国の廃棄物政策に大きな影響を与えている。EPR一般に

おける政策手法とは，たとえば OECD［2004: 205-206］ やWalls［2006: 2-5］

によれば，規制的手段である回収，経済的手段であるデポジット制度，原材

料課税，そのほかの手段としての自主的取り組み，さらに，強制的な回収に
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リサイクル率といったようにいくつかの手段を組み合わせたものが挙げられ

ており多岐にわたる。容器包装令においては，事業者に対する販売包装⑹の

強制的な回収義務，デュアル・システムという形での事業者による自主的な

回収，リサイクル率，リターナブル率⑺，ワンウェイ飲料容器⑻への強制的

なデポジット制度が採用されている。一例として本規制令におけるリサイク

ル率を表 1に示す。デュアル・システム，さらにリサイクル率およびリター

ナブル率などのターゲットは，世界的にみても前例がないものであった。

　本規制令では，個々の事業者に対する使用済み販売包装の強制的な回収義

務およびワンウェイ飲料容器に対する回収・デポジット義務が明記されてい

る。しかし，個々の事業者に対する販売包装の回収義務は，容器包装の製造

者および販売者などの関係する事業者が共同でデュアル・システムのような

自主的な回収・リサイクルのシステムを設立し，そのシステムが回収率，分

別率，リサイクル率を達成した場合には免除される⑼。ただし，これらの割

合が達成されなかった素材に対しては，罰則として個々の事業者に対する販

売包装の回収義務が適用される。そして，表 1に示されたリサイクル率は，

すべての材料種において目標の期限までに達成されて今日に至っている⑽。

　ワンウェイ飲料容器に対する回収・デポジット義務は，事業者によって回

収・リサイクルのシステムが設立され，それが回収率，分別率，リサイクル

表 1　容器包装令（1991年制定）における回収率およびリサイクル率
（単位：重量％）

1993年 1月 1日 1995年 7月 1日
回収率 リサイクル率 回収率 リサイクル率

ガラス 60 42 80 72
ブリキ 40 26 80 72
アルミニウム 30 18 80 72
紙類 30 18 80 64
プラスチック 30 9 80 64
複合材 20 6 80 64
（出所）　容器包装令より筆者作成。
（注）　⑴　数値はドイツ国内の材料種別の販売包装消費量に対する割合である。
　⑵　日付は容器包装令で定められた達成期限である。
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率を達成し⑾，さらにビール，ミネラルウォーター，清涼飲料などのリター

ナブル率が72％を下回らない場合には免除される。ただし，リターナブル率

が 2年連続で72％を下回った場合には，罰則として，ワンウェイ飲料容器に

対する回収・デポジット義務が事業者に適用される⑿。

2．デュアル・システムの概要

　デュアル・システムは容器包装令への対応として関係する事業者が1990年

に創設した，容器包装廃棄物の回収・分別・リサイクルのシステムである。

　従来は自治体によって有料回収されていた，家庭から排出された廃棄物は，

デュアル・システムの誕生後，デュアル・システムと自治体の間で，図 1の

ような棲み分けのもとで回収されるようになった。

　このデュアル・システムの管理・運営は，容器包装材メーカー，食料品メ

ーカー，小売などの容器包装に関連する企業の共同出資で設立された Du-

ales System Deutschland（DSD）社によって行われている。DSDは，1990年

9月28日の設立時には有限会社であったが，1997年 1月 1日に株式会社とな

った。社員数は約400人であり，総務，人事，法務，広報，会計，契約など

といったリサイクル・システムの管理部門に特化している。したがって，家

庭から排出された使用済み販売包装の回収・分別作業を実際に担当するのは

DSDではなく，DSDから委託を受けた民間の廃棄物処理企業および自治体

の廃棄物処理部門である。そのため，DSDは両者に委託費用を支払っている。

　この費用には，デュアル・システムへの参加事業者により支払われる，グ

家庭から排出された
廃棄物

デュアル・システム：販売包装（有料回収）

地方自治体：その他廃棄物（無料回収）
（出所）　DSD資料より筆者作成。

図 1　家庭から排出された廃棄物の流れ
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リューネ・プンクト（Grüne Punkt）と呼ばれる料金の収入が充てられている

（喜多川［2001: 67-74］）。デュアル・システムにより回収・分別される販売包

装には，グリューネ・プンクトマークが印刷されていなければならない。そ

こで，デュアル・システムに参加を希望する事業者は，まず DSDと契約し，

グリューネ・プンクトマーク使用のライセンスを獲得することになる。そし

て，事業者は，DSDに対して廃棄物の回収・分別などの代価としてグリュ

ーネ・プンクト料金を支払う。

第 3節　容器包装廃棄物政策の展開（1970～1989年）

1．自主協定の締結

　1970年以降のドイツでは，環境保護に関する計画，法律が整備されていく。

そのなかで，廃棄物分野の諸政策も実施された。代表的なものとしては，

1972年制定の廃棄物処理法が挙げられる。

　ドイツでは，1970年代後半から容器包装廃棄物の増加が大きな社会問題に

なった。すでに同国の飲料容器分野には，業界による自主的なリターナブル

容器のデポジット制度が存在していたが，ワンウェイ容器の増加を受けて，

リターナブル率は低下傾向にあった。そこで，1977年に，リターナブル率の

維持などを目的とする自主協定が，連邦政府と容器包装材業界，飲料業界，

小売業界といった関係業界との間で締結された。この自主協定が効果を上げ

なかったため，1982年の夏にも同様の自主協定が結ばれた。しかし，ビール，

ミネラルウォーター，清涼飲料水，およびワインの容器におけるリターナブ

ル率は，結局，1975年から1983年にかけて83％から75％に減少した（Rat von 

Sachverständigen für Umweltfragen［1998: 199］）。
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2．ツィママン内相による容器包装廃棄物政策の推進

　このように，停滞していた容器包装廃棄物政策をめぐる状況を変えたのが，

政権交代であった。

　連邦レベルでは1969年より SPDと自由民主党（Freie Demokratische Partei: 

FDP）の連立による中道左派政権が続いていたが，同政権は1982年10月の

FDPの連立解消により崩壊し，キリスト教民主同盟（Christlich-Demokratische 

Union: CDU），キリスト教社会同盟（Christlich-Soziale Union: CSU）と FDPか

らなるコール政権が誕生した。なお，CSUはバイエルン州のみを基盤とす

る地域政党であるが，連邦レベルでは同じキリスト教政党である姉妹政党の

CDUと統一会派を形成している。

　コール政権の連邦内務大臣には，フリードリヒ・ツィママンが就任した。

1986年のチェルノブイリ原発事故を受けて BMUが創設されるまでは，連邦

内務省が環境行政を担当していたので，ツィママンが環境行政担当の大臣で

あった。ツィママンは，CDUよりも政治的には右寄りに位置する CSUにお

いて有力な政治家であったが，大臣就任までは環境政策とのかかわりはほと

んどなかった。内相就任は，テロの時代であった当時において，彼のきわめ

て保守的な姿勢が治安対策に適任と判断されてのことであった。ツィママン

は汚職による逮捕歴もあるなど，好ましくない噂が絶えない人物でもあった。

　しかし，ツィママンは内相就任後，増え続けるワンウェイ容器量を抑制し，

リターナブル容器の利用率を増やそうという方針を打ち出した。この件に対

するツィママンの姿勢の特徴は，意見を異にする関係業界や与党内の政治家

に対して妥協的な態度を示さなかったことである。彼は，1984年には「私を

だますことができるのは 1度かぎりだ」として，それまでの自主協定を遵守

できなかった巨大小売業チェーンと飲料業界に対して警告していた⒀。

　そして，ツィママンは，社会・自由連立政権期には検討されなかった新し

い方法によって，リターナブル率の維持，さらにはその向上をめざした。そ
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の方法とは，ワンウェイ飲料容器に対して強制的にデポジット制度を導入す

ることである。強制デポジット制度の導入により，ワンウェイ容器の価格は

デポジット額相当分上昇するので販売量の落ち込みが懸念されるうえ，販売

者にはワンウェイ容器の回収システムを構築することが求められる。一方，

消費者にとっては，デポジット額を受け取るためには店頭に返却しなければ

ならず，飲み捨てができなくなり，ワンウェイ飲料容器の利便性が低下して

しまう。したがって，ワンウェイ飲料容器に対する強制デポジット制度は，

リターナブル率低下を阻止するための実効性ある手段であると考えられた。

　この強制デポジット制度実現をめぐっては，ツィママンのみならず，当時

の CSUの党首でもあり，環境政策とは無縁の超保守的政治家フランツ・ヨ

ーゼフ・シュトラウス（Franz Josef Strauß）も動いたとされる（Die Zeit, 1985

年 1月25日）。このことは，CSUが党を挙げて，本制度実現に向けて動いた

ことを意味する。

　では，なぜ，CSUは党を挙げて取り組んだのか。その理由は，CSUの選

挙区であるバイエルン州がおかれた環境に見出すことができる。以下では

Runge［1994: 49-52］が示したデータをふまえて，この点を考察してみたい。

　ドイツ南部に位置するバイエルン州は，西部に位置するノルトライン・ヴ

ェストファーレン州と並び，国内における二大ビール生産地であり，1970年

から1990年にかけて両州のビール生産量はともに30％前後であった（Statis-

tisches Bundesamt［2008］）。

　じつは，リターナブル容器とワンウェイ容器の利用において，ドイツでは

明確な地域差が存在した。すなわち，ビールのリターナブル率は，ドイツ南

部では90％以上であったが，ドイツ北部では70％程度，旧西ベルリンに至っ

ては50％以下であった。このような地域格差はあるものの，ビールのリター

ナブル率が全体として飲料分野のなかでも高い要因は，多くのビール醸造業

者は，依然として昔ながらのリターナブル瓶や樽を利用して，醸造場所の周

辺部でのみ販売していたためであった。当時の国内約1200のビール醸造所の

大部分は小規模業者であり，彼らは約100キロメートルの狭い範囲を対象に
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販売していたのであった。バイエルン州のビール醸造業は，おもに小規模業

者によって営まれており，そこではリターナブル瓶や樽が用いられていたこ

とが，同州のリターナブル率の高さの理由であった。

　しかし，1970年代のドイツで大量販売方式が定着するなかで，北部および

西部ドイツの大規模ビール企業は，遠隔地での販売を容易にするワンウェイ

容器に注目し，缶ビール製造ラインへの設備投資を行った。ワンウェイ容器

は製造コストと販売価格を下げることに貢献した。そして，缶ビールは，ド

イツ西部のエッセンに本拠をおくアルディをはじめとする巨大ディスカウン

トストアーを通じて広範な地域で販売された。その結果，1970年以降の約20

年の間にとくに小規模ビール醸造企業が倒産した。そして，大企業への集中

が進み，ビール業界では10大企業が市場の20％を占めるようになっていた。

この10大企業のビール販売量の80％弱は，缶ビールであった。

　このように，ドイツのビール業界は，ワンウェイ容器と大量販売網の登場

により，1970年代以降，従来の地産地消から大量生産・大量販売への転換期

に直面していたといえる。つまり，経済的要因によりリターナブルからワン

ウェイ容器への転換が進みつつあり，巨大ビール企業および巨大流通業と，

伝統的な小規模醸造業者の間でのせめぎ合いが起こっていたことになる。こ

れは，小企業が主であり，リターナブル瓶を利用し続けているバイエルンの

ビール業界にとっての脅威であった。そして，この流通革命の影響を受けて

バイエルン州のビール醸造企業が急減した。

　この状況を背景に，バイエルン州のビール業界はツィママンに対して激し

いロビー活動を行ったと推測されている（Keller［1998: 104］）。ビール醸造業

はバイエルン州にとって大きな位置を占める伝統産業であるため，ツィママ

ンのみならず，前述のとおり党を挙げて CSUがこの問題に取り組んだこと

は容易に理解できる。その結果，ツィママンは「バイエルンのビール業界の

内務大臣」（Die Zeit, 1985年 1月25日）と称されるほど，同州のビール業界の

代弁者となった。使い捨て容器の素材を製造する鉄鋼メーカーや缶製造メー

カーは，おもにルール工業地帯をはじめとする北西ドイツに位置し，バイエ
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ルン州にはほとんど存在しないことも，バイエルン州と他の州との対立の構

図を鮮明にしたと考えられる。

　さて，ツィママンによって提案された強制デポジット制度導入をはじめと

するリターナブル容器擁護案は，中央の財界と政界からの激しい抵抗にあっ

た。

　ドイツ商工会議所（Deutscher Industrie- und Handelstag: DIHT）会長オット

ー・ヴォルフ・フォン・アメロンゲン（Otto Wolff von Amerongen）は，鉄鋼

メーカーの経営者でもあったが，ワンウェイ容器へのデポジット導入は自由

市場への介入であると警告した。そして，FDP所属の連邦経済大臣マルテ

ィン・バンゲマン（Martin Bangemann）も，この見解に理解を示した（Die 

Zeit, 1985年 1月25日）。ツィママン案への与党内の代表的な反対者は，缶製造

業や鉄鋼業が選挙区に存在する議員や，FDPを代表する経済政策通として

知られ1984年まで連邦経済大臣を務めたオットー・グラフ・ラムスドルフ

（Otto Graf Lambsdorff）などであった⒁。バイエルン州のビール業界と連携し

たツィママンの容器包装廃棄物政策推進の試みは，中央の経済界や政治家の

批判を招いたのであった。そして，結局，デポジット制度導入に関するツィ

ママンの提案は，1986年に廃棄物処理法を改正して制定された廃棄物法には

盛り込まれなかった。

　このようにツィママンがバイエルン州の州益保護に結びついた政策の実現

にこだわることができた背景には，彼が所属する CSUの特殊性がある。前

述のとおり，CSUはバイエルン州のみを地盤とする地域政党であるが，姉

妹政党である CDUと統一会派を組むことにより，容易に政権与党となり得

る。そして，その際，CSUにとっての有権者とはバイエルン州の有権者に

限られる。したがって，CSUはバイエルン州の利益の代弁者として連邦レ

ベルで活動しやすい性格をもつ。

　CSUの政治家が環境政策担当の内務大臣になったのは，テロリストとの

対話を重視するなど左派色が強かった前内相ゲルハルト・バウム（Gerhart 

Baum）の内務政策を転換するためであったが，この偶然が，環境政策にお
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いてバイエルン州の利益誘導型政治を生み出すことになった。そして，それ

は，結果として国家による市場介入色の強い容器包装廃棄物政策を志向する

ものとなった。

　1970年代以来の自主協定の失敗により，環境政策における主要原則のひと

つである協働原則を放棄してまで，ツィママンが市場介入的な手法である強

制デポジット制度の導入をめざし，そして，関係業界や他の与党議員との対

立も引き起こし，次期内閣では交通大臣への左遷がささやかれる状況⒂にお

いても強制デポジット制度の導入やリターナブル率の維持に彼がこだわった

理由は，以上のように説明できる。

　強制デポジット制度導入をめぐるツィママンの試みは，バイエルンの地域

産業の保護という政治的および経済的動機が，リターナブル率の維持および

ワンウェイ容器の排除という形で環境政策と結びついたものであった。

　デポジット制度導入に関するツィママンの提案は，1986年に廃棄物処理法

を改正して制定された廃棄物法には盛り込まれなかった。しかし，挫折した

かにみえたツィママン提案の断片は，1986年廃棄物法に生かされた。すなわ

ち，同法の主要な改正箇所である第14条に，連邦政府が示す目標を経済界が

達成できない場合には，関係団体の意見を聞き連邦参議院の同意を得たうえ

で，容器包装に関する規制令を連邦政府が定めることができると明記され

た⒃。そして，その後も容器包装廃棄物問題解決の兆しがみえなかったため，

次節でみるように，廃棄物法第14条に基づき，容器包装に関する規制令であ

る容器包装令が1991年に制定された。そして，ツィママンがめざしたワンウ

ェイ飲料容器に対する強制デポジット制度は，事業者側の目標値不遵守時の

いわば罰則として容器包装令に盛り込まれ，2003年より施行されている。

　このように，地元産業保護を動機として，もともと環境政策との接点がな

かったツィママンが容器包装廃棄物政策の推進役になったことが明らかにな

った。本節では，緑の党が1983年に連邦議会に進出し環境政策が保守政党も

含むあらゆる政党のアジェンダとなった状況下での，保守政党 CSUの環境

政策受容の一端を垣間見たことになる。
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第 4節　容器包装令の核心部の決定（1990年 1月～ 6月）

　1990年は，ドイツにとって大きな節目の年であった。もともと，前回総選

挙から 4年後の1990年には連邦議会選挙が予定されていたが，SPDが支持

を集めるなかでコール政権の劣勢が伝えられていた（平島［1994: 194-195］）。

コールにとって，支持率回復と政権維持を実現するための起死回生の切札が，

ドイツ再統一であった。1990年前半にコールは，東ドイツ，アメリカ，ソビ

エト連邦，イギリス，フランスといった関係国との交渉を進めるなかで， 7

月には東西ドイツの通貨統合を果たすなど，ドイツ再統一に向けて精力的に

動いた。この政治状況の一方で，容器包装廃棄物問題は廃棄物法の制定にも

かかわらず好転せず，むしろ深刻化するばかりであった。連邦議会選挙も迫

り，容器包装廃棄物問題はコール政権にとって無視できないものとなるなか

で，1990年前半に容器包装令とデュアル・システムの概要が形作られた。

　そこで，本節では，この時期になされた，経済界によるデュアル・システ

ムの提案，BMUによる容器包装令草案の作成，それを受けての関係者によ

る水面下交渉の詳細を解明したい。その際にカギになるのが，次に示す，成

立した容器包装令に盛り込まれた 2つの免除規定である。

　

　・ 販売所内あるいは販売所近傍での販売者による容器包装廃棄物の回収義

務に関する免除規定（第 6条）

　・使い捨て飲料容器に対するデポジット義務の免除規定（第 9条）

　

　容器包装令草案は，本節で詳しくみるように，BMU主導でこの時期に作

成された。BMUの一連の保管資料をみるかぎりでは，容器包装令草案をめ

ぐる1990年前半という初期の段階での主要な議論は，テプファーを中心とす

る BMUとラムスドルフを中心とする FDPの間でなされていたということ

ができる⒄。BMUは，バーデン・ヴュルテンベルク，ラインランド・プフ
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ァルツ，バイエルンといった CDU，CSUが政権の座にある州担当者ともこ

のテーマに関して会談していた。また，会談記録は残っていないが，商工業

団体と本件に関して会談した形跡がある⒅。しかし，連立政権の外部者であ

り，容器包装令に関係する業界団体でもない緑の党，SPD，環境保護団体と

いったアクターとは，BMUはこの草案をめぐって協議した形跡はない。緑

の党と SPDは，1980年代後半には容器包装分野では廃棄物税などを提案し

ていたが，議会ではことごとく否決されていた。緑の党は，ワンウェイ

PET飲料容器の流通禁止と⒆，炭酸入り清涼飲料用容器を1990年以降にはガ

ラスおよびそのほかの再使用可能な容器に限定し，回収・デポジット義務を

導入することなどを求めていた⒇。そして，両党とも1990年の 1月から 5月

においては目立った動きをしてはいない。たとえば，同年 4月20日付の声明

文において，SPDは従来どおりのワンウェイ容器包装への課税などを提唱

しているものの，容器包装令草案にかかわる議論は行ってはいない（SPD

［1990］）。

　BMU主導で行われたという事情にかんがみれば，1990年前半当時の草案

作成に関する議論が BMUを軸に行われていたことは容易に理解できる。し

たがって，この時期の容器包装令をめぐる議論の過程は，BMU文書を利用

することによって把握できる21。したがって，この時期の容器包装令草案を

めぐる議論の過程の解明には，公文書の利用が有効である。そこで，本節で

は，未公刊公文書を用いながら，カギとなる免除規定を念頭におきつつ，

1990年前半の動向を明らかにしてみたい。

1．ラムスドルフによるデュアル・システムの提案

　1990年にはいり，容器包装廃棄物問題をめぐる状況は一変する。

　それは，1990年 1月初旬に，ラムスドルフが今後の廃棄物処理のあり方に

ついての見解をドイツの代表的経済紙『ハンデルスブラット』において公表

したことによる（Lambsdorff［1990a］）。ラムスドルフは，すでに述べたとお
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り FDPを代表する経済政策通であり，1980年代以降，同党の新自由主義路

線を牽引していた。そして，1988年以来，FDPの党首を務めていた。

　その提案の骨子は，以下のとおりである。

　これまでは，家庭から排出される廃棄物は自治体が有料で回収してきた。

しかし，今後，廃棄物回収のコスト増大が自治体財政を圧迫し，政治問題化

するであろう。そこで，リサイクル可能な廃棄物の回収は，関係業界の共同

出資によって新設される民間のシステムが行い，埋立てや焼却されるべき廃

棄物の処理は従来どおり公共部門が担うとする「廃棄物の二元処理」（Duale 

Abfallwirtschaft）構想が必要になる。そして，新設される回収システムの費

用は，関係事業者が共同で負担するとの見通しを明らかにした。

　経済専門家としては著名であったが，廃棄物政策への言及・関与はほとん

どなかったラムスドルフが，ここで，なぜ廃棄物処理の大転換をなす提案を

成し得たのか。実際には，ラムスドルフは，ドイツ産業連盟（Bundesverband 

der Deutschen Industrie: BDI）やドイツ商工会議所といった主要経済団体との

連携のもとで，容器包装業界のロビー団体である「容器包装と環境研究協

会」（Arbeitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt: AGVU）がまとめた提案を代

弁したに過ぎなかった。

　AGVUは，1989年に著名な環境経済学の研究グループであるケルン大学

財政研究所に，業界の対応策に関する調査研究を委託していた。ラムスドル

フによる提案は，その調査報告書（Ewringmann und van Mark［1990］）22に沿っ

たものであった。1990年 1月になされたラムスドルフの提案は，その 1カ月

後に刊行されたケルン大学の調査報告書がほぼ完成したと考えられる時期に

なされたといえる。

　この報告書には，のちのグリューネ・プンクト料金制度につながる構想も

含まれていた。その報告書の核心部が，政財界に大きな影響力をもち「不屈

の産業界弁護人」23とも称されたラムスドルフによって発信されたのであっ

た。 
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2．ラムスドルフからテプファーへの書簡　

　ラムスドルフは，1990年 2月 6日付の書簡をテプファーに送った（未公刊

文書 1。以下，未公刊文書の資料名称については，章末の参考文献欄にある＜未

公刊文書＞を参照されたい）。その書簡は，「私が耳にしたところでは，あな

たは次の木曜日の連邦議会において，廃棄物処理問題に対する立場を明らか

にされるとのことです」という文で始められ，A 4サイズで 2ページにわた

り，簡潔にテプファーに対する要求が記されている。ラムスドルフは，『ハ

ンデルスブラット』紙上で提案した「廃棄物の二元処理」の重要性を指摘す

るとともに，経済界は「廃棄物の二元処理」のためのシステム構築に可能な

かぎり早く応じることができると表明した。

　その後，テプファーは 2月 8日（木曜日）に連邦議会にて，ラムスドルフ

により提案されたデュアル・システムを歓迎する趣旨の発言をした24。直前

のラムスドルフ書簡の影響の有無は定かではないが，少なくとも，結果とし

ては，テプファーに対するラムスドルフの要求は，受け入れられた形になっ

た。

3．BMUの 3月 1日付検討案　

　BMU内では，容器包装令制定に関する検討案が1990年 3月 1日付で作成

された（未公刊文書 2）。これは，廃棄物部門の担当課（WA II 3）のクレフト

（Kreft25）課長（当時）が起案し，廃棄物処理部（WA II）部長，水・廃棄物処

理局（WA）局長，次官を経てテプファー大臣に提出された容器包装廃棄物

発生抑制に関する戦略検討文書である。

　BMUが容器包装令制定に着手する経緯は，この文書の前半にまとめられ

ている。すわなち，1989年に連邦政府が決定した飲料の種類別のリターナブ

ル率目標値が達成されていないこと，1990年 1月17日付の「食品，嗜好品お
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よび消費財用のプラスチック製販売包装の発生抑制，減量または再利用のた

めの連邦政府の目標決定の告示」（以下，「1990年目標決定の告示」と称す26）

が定めたプラスチック容器の回収システムの新設提案が期限の1990年 7月31

日までに事業者側によってなされない場合に備えて，回収義務に関する規制

令づくりに BMUが着手すること，この 2年間に家庭廃棄物用の焼却場と埋

め立て処分場の新設がなかったことである。

　この認識は，1986年の廃棄物法制定以降に BMUが実施した個別の容器包

装廃棄物対策の効果が乏しく，BMUは包括的かつ効果的な対策を実行しな

ければならない状況にあったことを示している。

　そして，販売者27に対する連邦政府の断固たる姿勢を示すという立場のも

とで，次の 3つの案についてそれぞれの利害得失が検討された。

　

　　第 1案　販売者に対するすべての容器包装材の回収義務の導入。

　　第 2案　使い捨て飲料容器に対する回収・デポジット義務の導入。

　　第 3案　 飲料容器のみならず全容器包装材を対象にした回収システムの

創設。

　

　これらの案の概要は，次のとおりである。

　第 1案は，小売業者などの販売者が，店頭および店舗近傍ですべての容器

包装廃棄物を回収するというものである。その一方で，新たなデポジット制

度が導入されることはない。

　この案の長所は，即効性があり，公共部門が処理すべき廃棄物の減少が誰

の目にも明白である点と，販売者において容器包装削減への強いインセンテ

ィブが生じる点とされた。つまりこの案では，回収義務を担う販売者が簡易

包装の商品を選好する結果，容器包装の使用が減ると考えられていた。

　一方，第 1案におけるおもな短所として挙げられたのは，次の点であった。

　まず，デポジット制度のように消費者が販売者に返却する際に一定額が支

払われることはないため，回収率はおそらく低いものになるであろうと予想
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された28。一例として，当時のガラスリサイクルにおいては，回収率は約50

％で頭打ちになっていたことが示された。

　また，衛生上および美観上などの理由から店内での回収は除外されたが，

店舗のすぐ近くでの回収は考慮に値するだろうとされた。

　ただし，この回収義務を満たすために，販売者は第三者を利用し得るであ

ろうとされ，その回収方式としては，設置されたコンテナへ排出するタイプ

が考えられた。また，ブリキ業界やラムスドルフによって提案されている

「廃棄物の二元処理」もその第三者に該当するものとして挙げられた。包括

的な回収システムが運営されている場合には，法的な問題も生じるが，販売

者による店舗近傍での回収義務の免除も考えられるだろうとされた。

　第 2案は，1988年12月20日に制定された，使い捨てプラスチック製飲料容

器に対するデポジット制度を定めたプラスチック令29の，使い捨て瓶および

缶飲料容器への拡大適用をめざしている。この案は，1989年11月18日，19日

開 催 の 第33回 環 境 大 臣 会 議（Umweltministerkonferenz der Länder und des 

Bundes）における，容器包装の回収義務を法令で定めよとの要求（Viehöver

［2002: 157］）を意識したものと考えられる。連邦と各州の環境大臣によって

構成される環境大臣会議は，喫緊の課題に関する各州の環境大臣の意見調整

の場であり，そこで，増え続ける容器包装廃棄物への対策が連邦政府に対し

て求められたのであった。

　この案の実施によって，キオスクなどの例外を除き，小売店において使い

捨てのガラス容器および缶が販売されなくなると予想された。したがって，

第 2案の特長は，既存のリターナブル容器対象のデポジット制度を，存続の

危機から直ちに救うことにあった。また，デポジット制度の対象を，プラス

チックといった特定素材を対象ではなく全容器包装材とすべきとしていた

EC委員会による批判の解消も，この案の特長とされた。

　一方，第 2案のおもな短所は，以下のとおりである。まず，事業者がデポ

ジット制度回避を狙い，デポジット対象外の紙製容器包装への転換を進める

可能性が指摘された。さらに，デポジット額の決定をめぐっては，連邦経済
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省との調整が必要となるため，年内までとされていた連邦議会会期（第11議

会期）中の容器包装令の成立は困難であることが懸念された。

　第 3案は，全容器包装材を対象とする回収システムの設立を関係事業者に

求めるが，デポジット制度は新たに導入しないとするものである。そして，

回収システムの組織化と回収の実施はデュアル・システムの枠組みのなかで

委託された第三者によってのみ可能であろうと記されている。

　そのおもな長所は第 1案と同様に，即効性があり，公共部門が処理すべき

廃棄物の減少が誰の目にも明白である点と，小売業に対する容器包装削減へ

の強いインセンティブとなり得る点とされた。また，すでにプラスチック製

容器包装に対して同様の手法が採用されていることもその長所として記され

ている。一方，第 3案の短所は，回収用コンテナ設置のための用地代負担が

どの程度になるか現状では不明というものであった。

　第 1案と第 3案はすべての容器包装を対象にしており，第 2案は使い捨て

飲料容器を対象にしたものであり，これらを同列に論じていることに違和感

を感じるむきもあろう。しかし，これら 3つの案は，事業者に回収義務を課

すという点で共通している。すなわち，当時の BMUは，事業者に容器包装

廃棄物の回収義務を課すことを検討しており，それをどのような手法により

進めるかを検討していたことになる。ただし，第 3案は小売りのみならず，

素材製造メーカー，飲料メーカー（充填者）もかかわり，関係するすべての

事業者を巻き込むものである。そういう意味で第 1案と第 3案の性格は異な

る。

　これらの 3案を含む今後の対応について，急いで議論すべきというクレフ

トの短い所見が本文書末尾に付されている。しかし，いずれの案が BMUに

とって好ましいかは明言されていない。

4． 4月20日付草案

　1990年 3月以降，BMUは容器包装令の草案作成に着手した。
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　筆者により存在が確認されたもっとも古い草案は，1990年 4月20日付のも

のである（未公刊文書 3）。 4月20日付草案は， 4つの部分より構成されてい

た。第 1節では容器包装令の適用範囲と容器包装の概念規定を行い，第 2節

では輸送包装，再包装，販売包装に関する回収義務を定め，第 3節では飲料

容器包装に関する回収・デポジット義務を定め，第 4節では秩序違反行為お

よび施行についてふれている。のちに開催された公聴会での議論の対象とな

った 6月11日付草案では，第 3節の対象が飲料容器包装のみならず洗剤・洗

浄剤用容器包装も含むものに変わったものの， 4月20日付草案の構成は踏襲

されている。

　販売包装の回収義務は， 4月20日付草案の第 6条に記されている。

　第 6条「販売包装の回収義務」は，販売者自身がその販売地域内の各世帯

近傍において使用済み販売包装を毎週集める回収システムを設立するか，あ

るいは，第三者による回収システムに販売者が参加するかのいずれかを義務

づけたものであった。この第 6条は， 3月 1日付検討案の第 1案に相当する。

　ただし，経済界が提案していたデュアル・システムが，ここでの第三者に

よる回収システムに該当するか否かは，この時点では明確ではなかった。す

なわち， 4月20日の時点では，デュアル・システムを設立したとしても販売

包装の回収義務が免除されるかは定かではなかった。この点は，後述の 5月

3日の四者会談で議論されている。

　一方， 4月20日付草案の第 8条には，ワンウェイ飲料容器の充填者と販売

者は， 1容器当たり0.50マルクのデポジット額を購入者から徴収するという

義務が記されていた。この第 8条は， 3月 1日付検討案の第 2案に相当する。

しかし，この義務に関する免除も言及されていなかった。

5．アルディ社との面談に関する文書にみる BMUの思惑

　ここで，BMU幹部と巨大スーパーマーケットチェーンのアルディ社長テ

オ・アルブレヒト（Theo Albrecht）との会談に関する文書について言及する
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必要があるだろう。というのも，この文書には容器包装令やデュアル・シス

テムに対する BMUの見解が綴られているからである。

　 5月 4日に行われたこの会談直前の 4月27日には，クレフト課長が起案し

た環境大臣宛の「 5月 4日のテオ・アルブレヒト氏との会談に関して」とい

う文書が作成された（未公刊文書 4）。この文書には，会談で議論が予想され

た話題が記されている。その冒頭ではドイツチェーンストア・セルフサービ

ス・百貨店連盟（Bundesverband der Filialbetriebe und Selbstbedienungs-Waren-

häuser e.V：BFS）の次の動向が紹介されている。

　

　・ BFSは業界内でデュアル・システムのような組織の設立に関して交渉

中であること。

　・ しかし，容器包装令によってデュアル・システムの設立を定めることは，

1990年 7月31日までに自主的な回収システムの提案を求めた連邦政府の

目標30に反すると BFSは批判している。

　

　興味深いのは，この批判に対する BMUの見解である。

　デュアル・システムのための容器包装令草案作成は，1990年目標決定の告

示のなかで定められた事項と矛盾しない。また，これまでのデュアル・シス

テム設立に関する経済界側の言及は拘束力のあるものではなく，意見を表明

しているに過ぎない。したがって，BMUは 7月31日を待たずに草案作成作

業を始めることができるというものである。

　ここには，経済界とは一線を画す BMUの姿勢を読み取ることができる。

そして，計画中の容器包装令との関連で BMUが求めていたのは，確実にデ

ュアル・システムが設立されることであった。

　さらに BMUは，容器包装令がデュアル・システムへの企業の参加に及ぼ

す影響についても正しく把握していた。すなわち，もし，デュアル・システ

ムへの参加が完全に自主的なものであれば，若干の容器包装メーカーと販売

業者が参加しないと予想されるため，計画中の容器包装令はデュアル・シス
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テムを設立しようとする経済界内のすべての主体を助けるというのである。

つまり，本来は自主的であるデュアル・システムへの参加が容器包装令によ

って半ば強制され，その結果，より多くの企業に支えられたデュアル・シス

テムの組織は安定したものになり，デュアル・システムへの投資も保証され

ることを BMUは見通していた。

　つぎにデポジット制度のプラスチック以外の容器への拡充問題に視点を移

してみたい。本文書には，経済界によるすべての容器包装のための包括的な

回収・リサイクルのシステム構築の対価として，連邦政府がさらなるデポジ

ット規制の導入断念という妥協をすれば，廃棄物の発生抑制に貢献するリタ

－ナブルシステムを危機にさらすであろうとの BMUの認識が記されている。

これは，後述の 5月中旬のテプファーからラムスドルフに宛てた書簡にも登

場する見解である。ただし， 3月の検討案の第 2案の箇所でみたように，デ

ポジット拡充は連邦経済省との交渉を要し，当時の連邦議会会期中での容器

包装令成立は困難になるので，BMUはこの時点ですでに，デポジット拡充

を有力な政策オプションとみなしていなかったと考えられる。

　つづけて本文書には，1990年 4月26日の EC委員会の公聴会では，プラス

チックというひとつの容器包装材のみを対象とした現行のデポジット規制は，

差別的とみなされていることがあらためて明らかにされたと記されている。

　したがって，デポジット制度に関して BMUがとるべき道は，デポジット

をプラスチック飲料容器以外にも拡充するか，プラスチック令を廃止するか

であった。前者の場合には，缶などの飲料メーカーからの反対と，連邦経済

省との交渉のため，容器包装令成立の難航が予想され，後者の場合には，コ

カ・コーラ社およびペプシコ社がリターナブル PETボトルを導入するなど

の一定の効果があったプラスチック令を，EC委員会の圧力に屈して廃止し

たとの批判を受けることが必至であった。したがって，これらの状況を考慮

すれば，成立した容器包装令は BMUにとってはベストの選択であった。な

ぜなら，デポジットの対象はプラスチックのみではなく全容器包装であるか

ら ECも反対しない。一方，デュアル・システムの設立によってデポジット
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を免除するのであれば連邦経済省との交渉も不要であるだけでなく，企業の

反対も収まりデュアル・システムも設立される。その結果，容器包装令成立

のめどが立つことになる。

6． 5月 3日の四者会談および草案

　 4月20日付の草案に関して，BMUからテプファー，水・廃棄物処理局局

長ディーター・ルハイ（Dieter Ruchay），FDPからラムスドルフ，ブリュン

イェス（Brünjes31）の出席による会談が， 5月 3日に FDP内で行われた。

ルハイによる会談議事録（未公刊文書 5）によれば，デュアル・システムが

第三者による回収システムとして認められるかが議論された。そして，デュ

アル・システムのような広域的な回収システムが創設されるならば，販売者

による店頭での回収義務が免除されるという点で意見の一致をみた。さらに，

BMUは，デュアル・システムの導入によって懸念されるすべての問題点を

まとめた書簡を作成することを約束した。

　なお， 5月 3日には草案に修正も施された（未公刊文書11）。

　 5月 3日付草案では，回収義務については「販売者は使用済み販売包装を

店舗近傍で回収しなければならない」（第 6条）とされたが，この義務は販

売者自身が販売地域において個別に回収システムを設立するか，あるいは，

各世帯近傍で使用済み販売包装を毎週回収する共同のシステムに参加するこ

とによっても履行され得るものとされた。したがって，使い捨て飲料容器に

対するデポジット制度の導入とならび，容器包装令草案の骨子である販売者

による店舗近傍での容器包装廃棄物の回収義務は，すでにこの時点で，デュ

アル・システムにより代行され得ることが連邦政府によって認められた。こ

の点に関しては，のちに述べるとおり， 5月下旬には，デュアル・システム

のようなシステムが存在すれば免除されるという表記に改められた。
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7．テプファーからラムスドルフへの書簡

　 5月には，テプファーからラムスドルフ宛の書簡が作成された（未公刊文

書12）。これは， 5月11日にクレフト課長によって起案されたものであり，

5月14日にルハイ局長がチェックをしている。その後清書された 5月14日付

原稿には，大臣によると思われる赤ペンによる修正も施されているが，それ

は文法上の修正と差出人名の修正のみである32。大臣のチェックもなされた

この文書は，まもなく投函されたと推測される。なお，これは前述の 5月 3

日付の四者会談で BMU側が作成を約束した書簡であると考えられる。

　この書簡の冒頭には， 5月 3日のラムスドルフらとの四者会談以降に行わ

れた BMUと商工業界の会談で明らかになった点が記されている。すなわち，

販売者はデュアル・システム創設には基本的には賛成であること，また，店

舗近傍での全容器包装の回収義務についても受け入れるが，それはデュア

ル・システムへの参加により，事実上この義務が免除される場合に限るとい

うものであった。その一方で，当時，経済界はデュアル・システムの設立に

はおおよそ数年を要すると考えていたことが紹介されている。

　本書簡はつづいて，テプファーが自説を展開する形式となっている。

　そして，規制のみによるのではなく経済界との協力の可能性を新しく開く

という意味で，経済界によって提案されたデュアル・システムはテプファー

自身の考えと一致するとしている。また，デュアル・システムのためのコス

ト負担は，原因者負担原則にかなっているとしている。さらに，デュアル・

システムは政府による課税に比べて官僚的ではないだろうとし，ラムスドル

フの見解をわざわざ踏襲している。

　次の話題は，使い捨て容器包装に対するデポジット義務に関するものであ

る。

　そこではまず，EC委員会は使い捨て飲料容器のなかでプラスチック製容

器のみをデポジット制度の対象としたドイツのプラスチック令に対し，他素



第 4章　ドイツ容器包装廃棄物政策に関する環境政策史的考察　155

材の容器への代替促進可能性があることから反対しているが，使い捨て容器

包装の全素材をデポジットの対象とした場合には反対しない方針であること

が述べられた。そして，使い捨て容器包装に対するデポジット制度が導入さ

れない場合には使い捨て容器包装は限りなく増加すると考えられるから，使

い捨て容器包装へのデポジット制度を導入しない状態でのデュアル・システ

ムの創設は，既存のリターナブル容器を対象とするデポジット制度と，リタ

ーナブル容器を利用している中小ビール企業などを危機に陥れるであろうと

記されている。この認識はクレフトによる 4月27日付文書とほぼ同じである。

　このように，内外の状況から使い捨て容器へのデポジット適用が正当化さ

れ得る根拠が示されている。しかし，この記述に続く本書簡の結びにおいて，

こういった危機を招くことは承知のうえで，大きな利益にともなう小さな損

失を甘受する立場から，ある決められた期日までに各郡および都市にデュア

ル・システムが設立され，それが所管官庁によって確認された場合には，容

器包装令で定められる使い捨て飲料容器に対するデポジット義務実施見合わ

せも検討に値するものになるであろうとの提案がなされた。この提案は，使

用済み飲料容器の大部分が消費者から回収されリサイクルされる適切な他の

方法があるならば，必ずしもデポジット制度の導入にはこだわらず，関係業

界との話し合いに応ずる用意があるというテプファーの発言を伝えた『ヴェ

ルト』紙の記事とも符合する（Die Welt, 1990年 5月18日）。

　すなわち，テプファーをはじめとする BMUサイドは，デュアル・システ

ムの導入が既存のリターナブル容器に対するデポジット制度に悪影響を及ぼ

すことを認識していた。それにもかかわらず，経済界が想定するように数年

間は待てないが，「ある決められた期日まで」にデュアル・システムが設立

されるのであれば，使い捨て容器へのデポジット義務は導入しないという，

ラムスドルフ，そしてその背後の経済界が受け入れやすい妥協案を提案した

ことになる。1990年目標決定の告示において，1990年 7月末が提案期限とさ

れたプラスチック系容器包装廃棄物の回収システムとして，デュアル・シス

テム以外に有力なものがない状況では，「ある決められた期日まで」という
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のは，1991年や1992年あるいはそれ以降でもなく，1990年 7月末を想起させ

る。

　では，BMUサイドが，リターナブル率の低下やそれを契機とするリター

ナブル・システムの崩壊といった悪影響に目をつぶってまでデュアル・シス

テムの早期設立を望んだ理由は何だったのだろうか。

　それは，次に示すように，直近の選挙での保守連立政権の敗北回避と，テ

プファーへの批判を払拭するためであったと考えられる。

　じつは，本書簡には「家庭ゴミの処理，とくに増え続ける容器包装廃棄物

は，バイエルン州（議会―筆者補足）選挙と連邦議会選挙の主要なテーマ

になるだろう。人々は，もはや従来の処理方法を受け入れはしまい。容器包

装廃棄物の発生抑制およびマテリアル・リサイクルへの要求は無視できな

い」と書かれており，当時，容器包装廃棄物問題が選挙の争点になっていた

ことがわかる33。

　CDUは，1990年に入ってから州議会選挙において連敗していた。とくに，

本書簡の執筆時期とほぼ重なる 5月13日には，同党はノルトライン・ヴェス

トファーレン州議会選挙でヨハネス・ラウ（Johannes Rau）州首相率いる

SPDに敗れただけではなく，ニーダー・ザクセン州議会選挙において敗北

した結果，野党に転落し，ゲルハルト・シュレーダー（Gerhard Schröder）を

州首相とする社民・緑連立政権の誕生を許してしまった（坪郷［1991: 

59-60］）。この結果，州の代表で構成される連邦参議院では与野党逆転とい

う状況が生じた。同年内に予定されていた連邦議会選挙でもコール政権の劣

勢が予想され，連邦レベルでも SPDへの政権交代が有力視されていた。そ

して，SPDの首相候補オスカー・ラフォンテーヌ（Oskar Lafontaine）が環境

税をはじめとする環境政策の推進を重視していたため（住沢［1992: 224- 

226］），与党側には環境政策における目に見える成果が選挙対策としても望

まれていたと考えられる。

　さらに，連邦政府にとって長年の懸案であった容器包装廃棄物対策におけ

る法令制定は，テプファー個人にとっても名誉挽回の絶好の機会であった。
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環境分野の学者であった彼に対する世間の期待は大きかった。しかし，連邦

環境大臣就任から約 2年後の1989年 4月には，その政治姿勢は大言壮語とい

うべきものであり，めぼしい成果を上げていないという理由から批判にさら

されるようになり，政治家としての岐路に立たされていた34。

　このような状況のもとで，秋に予定されていた連邦議会選挙の前には容器

包装令制定にめどをつける必要があったと考えられる。

　ここで再びテプファーからラムスドルフへの書簡に立ち帰ろう。

　すでに 3月 1日付検討案において，容器包装令の会期中の成立を困難にす

ると認識していた使い捨て飲料容器へのデポジット制度導入（第 2案）を，

BMUがこの時期においても経済界に求めていたことは一見，腑に落ちない。

しかし，その狙いはデポジット義務免除の引き換え条件として絶妙のタイミ

ングで BMU側が求めた，デュアル・システムの早期設立にあったとすれば

納得がいく。つまり，デュアル・システムの早期設立こそが，連邦議会選挙

前に容器包装令制定のめどをつけるための最大の要件として BMUによって

望まれていたという構図がみえてくる。したがって，実現可能性が低い店舗

近傍での販売者による回収と，使い捨て飲料容器に対するデポジット義務が，

4月20日付草案に盛り込まれていたのは，BMUがそれらを取引材料として

デュアル・システムの早期設立実現を狙っていたためと考えられる。一方，

経済界としても総選挙前の保守連立政権期のうちに容器包装令制定のめどが

立つことを望んでいたと考えられる。

　使い捨て飲料容器に対するデポジット制度の導入は，この時点で回避され

る可能性が高くなったといえる。一方，BMUにとっても，長年の懸案であ

った容器包装廃棄物減量化において，経済界の反対をかわし，容器包装令の

制定を確度の高いものにした。また，関係するほとんどの業界はデュアル・

システムの設立に賛成であったため，この提案を受けて，事実上，経済界に

とっての課題は，デュアル・システムの設立時期をいつにするかという点に

なった。
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8． 5月 7日の FDPの決議提案書および 5月17日付のラムスドルフの声明

　 5月17日にラムスドルフは，容器包装廃棄物問題についての声明を FDP

の機関紙を通じて発表した（Lambsdorff［1990b］）。この声明のおもな内容は，

FDP連邦議会議員による作業部会 II（Arbeitskreis II）の決議提案書（未公刊

文書 6）に基づいている。そこで，まず，その決議提案書の内容を概観して

みたい。

　この決議提案書は， 5月 7日に前出のブリュンイェスによる起案ののち，

ラムスドルフを含む30人で構成される作業部会 IIのメンバーに回覧され，

翌 8日の同作業部会で議論された。本文書は，BMUの廃棄物担当課WA II 

3においても回覧されている。そこには， 2ページにわたり11項目の決議提

案として作業部会の見解が記されている。この提案には， 1月にラムスドル

フによって『ハンデルスブラット』紙上でなされたものや，使い捨て飲料容

器に対するデポジット制度導入反対，デュアル・システムは焼却工場20施設

分に相当する廃棄物減量効果をもつといった見解も含まれるが，注目すべき

ものは以下の点である。

　

　・ 使用済み容器包装が公共部門によって処理されることは，もはや許され

ない。すべての容器包装材の回収とリサイクルが不可欠であり，連邦政

府に対し廃棄物法第14条に基づく規制令の公布を求める。ただし，廃棄

物に関する新たな官僚主義（Abfallbürokratie）の登場と国家による強制

的な廃棄物処理（Abfallzwangswirtschaft）を回避することが重要である35。

　・ 民間部門による各家庭近傍での統一的な回収システムの設立に賛同する

が，全有価物の回収義務は廃棄物法第14条に基づく規制令において定め

られるべきである。

　・ デュアル・システムは ECとも協調的である。むしろ，欧州でのモデル

である。
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　 2点目は環境税や使い捨て PETボトル禁止といった強制的な手法は回避

したいが，免除規定がデュアル・システムに適用されるのであれば容器包装

令に賛成するということである。そして，最後の点は，デュアル・システム

という廃棄物の回収・分別・リサイクル分野での新しいモデルの欧州への展

開をめざしたものであったと考えられる。

　では，ラムスドルフによる事業者責任提案の背景を考えてみよう。

　ラムスドルフの提案は，事実上，経済界によるデュアル・システム提案と

みなすことができる。経済界が関係企業の費用負担をともなうデュアル・シ

ステムを設立せざるを得なかった背景には，1970年代以来の自主協定の失敗

を受けて1986年に改正廃棄物法が制定され，BMU内で規制的手法の導入が

検討されるようになった事情がある。そして，ワンウェイ飲料容器に対する

デポジット制度といった，経済界が反対していた手段が政府によって実施さ

れかねない状況があった。

　しかし，そうであるにしても，物理的および金銭的負担をともなう，デュ

アル・システム型 EPRの経済界による提案は，とりわけわが国の状況にか

んがみれば理解しにくい。以下では，まず事業者が物理的責任を担うことの

意味を考えてみたい。

　家庭から排出される容器包装廃棄物の回収という物理的責任を事業者が担

うということは，事実上，廃棄物処理における民営化を意味するものであっ

た。廃棄物法によれば家庭から排出される廃棄物の処理責任は自治体にあっ

たため，一部自治体における民間委託を除けば，当時の廃棄物回収は自治体

によってなされていた。しかし，デュアル・システム構想は，回収の責任主

体を自治体から民間部門に移すものであった。そのため，公務員の労働組合

である公務・運輸・交通労働組合（Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport 

und Verkehr: ÖTV）からは，同構想は公共部門の廃棄物処理への攻撃であり，

それにより現在機能している自治体のリサイクル・システムが崩壊し，雇用

も危険にさらされるとの批判を受けた（Frankfurter Rundschau, 1990年 8月 7日）。

しかし，ラムスドルフは，廃棄物問題を解決し得る処理技術はダイナミック
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な市場によって生み出されるとして，廃棄物処理の民営化の必要性を訴えて

いた。彼の主張は，「有価物の回収，分別，再利用のための並はずれた高額

の投資のためには，民間の投資が不可欠である。FDPは，それゆえ，廃棄

物部門においても民営化を要求する」（FDP［1990］）というものであった。

これは，コール政権が進めていた民営化路線に沿った見解である。この背景

には，すでに当時，ガラス，紙，瓶，スチール缶に関してはリサイクル技術

が存在しており，それらの材料の廃棄物は二次資源としての利用が可能であ

った事情がある。

　容器包装廃棄物処理の民営化が視野に入れられていたことは，当時のドイ

ツの容器包装廃棄物処理を取り巻く特殊な事情であり，EPRが他国に先駆

けてドイツの容器包装廃棄物政策で導入された要因のひとつであると考えら

れる。一方，1990年に BMUによって起草されていた廃自動車，廃家電など

の回収・リサイクル義務を事業者に課す規制令が，事業者側の反対にあい制

定までに数年を要した一要因としては，廃自動車や廃家電の回収はすでに民

間企業によって担われており，民営化という旨みがなかったことも挙げられ

るであろう。

　ところで，物理的責任の発生にともない，事業者には DSDの設立および

運営にともなう金銭的責任も生ずる。この点に関して1990年 4月の時点でラ

ムスドルフは，デュアル・システム運営費用を，消費者への転嫁と回収され

た廃棄物のリサイクルによる収益から得ようと考えていた（Frankfurter Allge-

meine Zeitung, 1990年 4月17日）。したがって，ラムスドルフは，デュアル・シ

ステムのランニング・コストは消費者に転嫁し，事業者はおもに初期投資額

を負担すればよいと想定していたと考えられる。事業者側が何らかのシステ

ムの提案をせざるを得ない状況のなかで，容器包装廃棄物処理分野における

民営化実現のチャンスが到来していたため，ラムスドルフのこの考えは関係

業界に対して一定の説得力をもっていたのではないだろうか。

　さて， 5月17日のラムスドルフの声明は，基本的に作業部会 IIの提案に

則っているが，「今必要なことは，関係業界による有価物回収システムへの
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高額の投資が十分に保証されるような確かな法的枠組みを早急に連邦政府が

つくることである」としており，さらに踏み込んだものになっている。新自

由主義経済路線の旗振り役であり，規制緩和を訴えていたラムスドルフが容

器包装令の制定を求めたというのは興味深い点である。

　前述のとおり，すでに 5月 3日には，使用済み販売包装の回収義務がデュ

アル・システムの創設により免除されることがテプファーとラムスドルフの

間で合意されていた。したがって，ラムスドルフが規制令の制定による容器

包装廃棄物の回収義務づけを求めていたことには，規制令による回収義務づ

けがデュアル・システムへの投資を保証するものになるとの意図を見出すこ

とができる。その論理としては，次の点が考えられる。

　もし，容器包装廃棄物の回収が従来のように法令により義務づけられない

自主的取り組みの場合，関係する事業者はガラス，紙，金属，プラスチック

などの容器包装材メーカー，さらに流通業者と多岐にわたりそれらの利害が

異なるため，多数の事業者をデュアル・システム設立に参加させることが困

難になる。その結果，デュアル・システムが設立されたとしても，ドイツ全

土をカバーするような大規模な回収システムとはなり得ず，十分な回収量が

達成されない事態を招きかねない。回収量が少なければ，デュアル・システ

ムは環境改善効果が小さいとの批判を連邦政府および世論から受け，システ

ム自体が破綻する可能性も生ずる。その場合，経済界によるデュアル・シス

テムへの投資が無駄になる。さらに，社会的信用を失った経済界は，政府主

導のもとで使い捨て飲料容器に対するデポジット制度といった手段を受け入

れざるを得ない状況になることが予想される。

　FDP，さらにその新自由主義経済路線の牽引役を担っていたラムスドルフ

は，小さな政府の実現，廃棄物処理における公共部門の役割縮小を狙っては

いたが，国際的にみても前例がないデュアル・システムに参加する事業者は，

多額の初期投資を負担しなければならないという投資上のリスクを背負うこ

とになる。そこで，このリスク回避のために，ラムスドルフおよび FDP，

そして最終的には経済界が，容器包装令の枠組み内でのデュアル・システム
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という自主的取り組みを選択したことになる。これは，1986年の改正廃棄物

法第14条において，容器包装廃棄物に関する規制令を定める権利が連邦政府

に与えられて以来，規制令の制定に反対してきた FDPおよび経済界が，彼

らが設立するデュアル・システム存続の法的根拠を得るために，これまでの

態度を転換したことを意味していた。

　ところで，草案の内容紹介とそれに対する関係各方面の批判が新聞紙上を

にぎわすのは，草案が初めてテプファーによって公表された 5月17日以降で

あった36。そして，その当時の新聞報道においては，テプファーは使い捨て

飲料容器に対するデポジット制度の導入をめざしているとされていたが

（Frankfurter Rundschau, 1990年 5月18日付参照），すでにみたように，この時点

においてテプファーとラムスドルフの間でその免除についての合意成立の条

件が整っていたのであった。

9． 5月28日付， 5月30日付，および 6月11日付草案　

　すでにみてきたテプファーとラムスドルフを軸とする交渉での合意を経て，

5月下旬には草案への修正が施された。

　まず， 5月28日付草案（未公刊文書 7）には，新しく「回収義務およびデ

ポジット義務の免除」（第10条）が付け加えられた。これは，デュアル・シ

ステムのような各世帯近傍での販売包装回収システムが構築され，それが所

管の官庁によって確認された場合には，使い捨て飲料容器に対する回収義務

およびデポジット義務は免除されるというものであった。

　一方，第 6条に関しては， 5月28日付草案は 5月 3日付草案とほぼ同じ内

容であったが， 5月30日付草案（未公刊文書 8）では，販売者による使用済

み販売包装の店頭回収義務は，デュアル・システムのような各世帯近傍での

回収システムが構築され，それが所管官庁によって確認された場合には免除

されることになった。

　このように，販売者による店頭での回収義務の免除と，使い捨て飲料容器
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に対するデポジット制度導入の免除に関する規定が， 5月下旬に草案に盛り

込まれた。なお， 6月11日に公表された草案（未公刊文書 9）も，この 2つ

の免除規定を 5月30日付草案と同一の文言で含んでいる。

　これまでみてきた1990年前半の容器包装令をめぐる動向をまとめると，表

2のようになる。

　こうして，長年の懸案であった容器包装廃棄物減量化対策において，廃棄

物法第14条に基づいた規制令の骨格ができあがり，世界に先駆けた EPRプ

ログラムのドイツでの実施が現実味を帯びるに至った。

　一方，次官経由でテプファーにあてた 5日30日付の文書（未公刊文書10）

において，ルハイ局長は，これまでの議論に基づけば，草案の内閣承認後に

行われる連邦参議院審議での大幅な修正はもはや不可能であろうとの見通し

を示していた。BMUと経済界の水面下での交渉の産物であり，規制令草案

の骨子といえる，使用済み販売包装の店舗近傍での回収義務と使い捨て飲料

容器へのデポジット義務の双方への免除規定について，こののちにそれらを

覆すような修正が施されなかったという意味では，この予想は当たっている。

すなわち，テプファーとラムスドルフを軸とする水面下の交渉で，容器包装

表 2　1990年前半の容器包装令をめぐる動向

　月日 事項
1月 5日 ラムスドルフによりデュアル・システム構想が初提案。
2月 6日 ラムスドルフがテプファーに書簡を送る。この頃テプファーは、デュ

アル・システム構想を容認した。
3月 1日 BMUが容器包装令ための検討案を作成。
4月20日 BMUが最初の草案を作成（非公表）。
5月 3日 テプファー・ラムスドルフ会談。
5月13日 州議会選挙で保守政党敗北（連邦参議院で連立与党は野党転落）。
5月14日 ラムスドルフ宛のテプファーの書簡が作成される。そのなかで，テプ

ファーはデポジット撤回を提案した 。
5月17日 草案内容が初めて公表される。メディアでの議論開始。
5月28日～30日 2つの免除規定が草案に盛り込まれる。
（出所）　BMUの各種資料より筆者作成。
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令の骨格は決まっていたのである。

　その後，経済界はデュアル・システムの構想を具体化し，1990年 9月末に

はデュアル・システムの運営組織である DSDが，経済団体や関係事業者の

共同出資で創設された。その結果，それ以降の草案をめぐる省庁および議会

での議論は，容器包装廃棄物の発生抑制の方策の検討よりも，回収とリサイ

クルに主眼をおいたデュアル・システムの存在を前提としたものにならざる

を得なかった。そして，その後の連邦参議院審議においても若干の修正はな

されたが，容器包装令の核心部である 2つの免除規定の大枠は踏襲され，容

器包装令は1991年に成立した。

第 5節　結論

　これまで明らかにした点に基づき，本章の 2つの問いに答えてみたい。あ

らためて確認すれば， 2つの問いとは，「ドイツの保守連立のコール政権が，

容器包装廃棄物政策を推進したのはなぜなのか」と「のちに拡大生産者責任

と称されるコンセプトを，経済界自らが提案したのはなぜなのか」であった。

　まず，ひとつ目の問いの回答を示そう。

　1970年以降のドイツでは，廃棄物問題の深刻化を背景に，廃棄物関連の法

整備，自主協定の締結が進められていた。その後，1982年に環境政策担当の

内務大臣に就任したツィママンは，それまで環境政策には無縁であったが，

地元バイエルン州のビール醸造業保護を目的として容器包装廃棄物政策に取

り組んだと考えられる。したがって，1984年から1986年頃にかけては，保守

連立政権の一角を担う地域政党 CSUによるローカルな利益保護が容器包装

廃棄物政策につながったと考えられる。

　使い捨て飲料容器へのデポジット制度導入に関するツィママンの提案は，

1986年に制定された廃棄物法には盛り込まれなかったが，同法第14条におい

て，連邦政府が示す目標を関係する業界が達成できない場合には，容器包装
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に関する規制令を連邦政府が定めることができると明記され，これがのちの

容器包装令制定への布石となった。

　容器包装廃棄物問題は廃棄物法の制定にもかかわらず好転せず，むしろ深

刻化するばかりであった。その結果，ツィママンが布石を打った廃棄物法第

14条に基づく容器包装廃棄物に関する規制令導入が，BMUの検討課題とな

った。

　容器包装廃棄物問題は，1990年の総選挙のひとつの争点でもあった。とく

に，1990年の複数の州選挙で敗北し，同年秋に予定されていた総選挙での野

党転落も噂されていたコール政権としては，容器包装令の制定は実現しなけ

ればならない課題であった。また，容器包装令の制定は，鳴り物入りで連邦

環境大臣に就任しながらも，それまでは目ぼしい成果を上げていなかったテ

プファーにとっても信頼回復のための絶好の機会でもあった。そして，デュ

アル・システムによる容器包装廃棄物の回収・分別部門の民営化と，回収・

分別・リサイクルビジネスの旧東ドイツ地域および欧州規模での新規展開は，

保守連立政権の経済政策と一致するものであった。したがって，使い捨て

PETボトルなどの特定の容器包装の禁止や，廃棄物税導入を実施しない保

守連立政権だからこそ，リサイクル推進に重きをおいた容器包装令を核とす

る政策を選択したということができる。そして，デュアル・システムという

コンセプトの提唱後になされた，容器包装令の核心部をめぐる決定は，テプ

ファーを中心とする BMUとラムスドルフを中心とする FDPとの水面下交

渉のなかでなされたものであった。

　つぎに， 2つ目の問いに目を向けよう。

　経済界は1970年代以来の使い捨て飲料容器削減に関する自主的取り組みで

成果を収められず，1980年代後半には使い捨て飲料容器に対するデポジット

義務導入を連邦政府に求められるようになっていた。このような制約のもと

での経済界の選択は，できるかぎり経済界主導で政府の介入を極力避けると

いう基本姿勢のもとでの，リサイクル推進による容器包装廃棄物問題の解決

であった。そのために考案されたのが，デュアル・システムであった。そし
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て，デュアル・システム型 EPRは，容器包装廃棄物の回収・分別における

民営化と，旧東ドイツ地域を含む欧州での廃棄物の回収・分別・リサイクル

ビジネスの新規展開への道をひらくものであった。

　EPRは，事業者の責任を明確にし，消費者への配慮を重視したものであ

るとされる。しかし，EPRのひとつの源流といえるデュアル・システム型

EPRのコンセプトは，経済界の利益に適ったものであった。

　 2つの問いへの答えをふまえて，1980年代半ばと1990年の動向を比較すれ

ば，次の点を見出すことができる。すなわち，ツィママンが担い手であった

1980年代半ばと，テプファーが率いる BMUとラムスドルフが率いる FDP

が担い手であった1990年を比較すれば，前者ではバイエルン州のビール醸造

業保護と CSUの集票というローカルな政治的・経済的利益追求の文脈のな

かで，後者では国政における政権交代回避，容器包装廃棄物分野での回収・

分別の民営化，旧東ドイツおよび欧州でのリサイクルビジネスの新規展開と

いうナショナルな政治的・経済的利益追求の文脈のなかで，容器包装廃棄物

政策は進められたということができる。

　さらに，これらの 2つの問いの解き明かしからみえてきたものがある。本

来，環境政策の推進は，政治的動機や経済的動機によって阻害されるケース

が多々みられるが，このドイツの事例は，環境保護動機のみではなく政治的

および経済的動機によって環境政策が推進される場合があり得ることを示し

ている。すなわち，既成政党は，緑の党のように環境分野の政策課題であれ

ばすべて推進しているのではなく，自らの政治的利益や経済的利益にかかわ

る，あるいはそれらの利益との組み合わせが可能な環境政策を選択している

といえるだろう。そして，そのような選択を促すのが，「回避すべきもの」

の存在である。

　「回避すべきもの」とは，ツィママンおよび CSUにとっては，使い捨て飲

料容器の増大による地元バイエルン州の伝統的ビール醸造業の衰退，緑の党

の伸長であった。CDU，FDPおよび経済界にとっては政権交代，さらに経

済界にとっては使い捨て飲料容器に対するデポジット義務および廃棄物税と
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いった，より厳しい政策の導入であった。

　ドイツの容器包装廃棄物政策の実態は，核心部が水面下交渉で決定された

ことを反映して，容器包装廃棄物の発生抑制という当初の目的は後退し，免

除規定適用の条件となるデュアル・システムの創設とその存続が目的となる

という問題もはらんでいる。そのような問題を有しつつも，のちの EPRに

つながる新しい発想がコール政権期に生まれた背景には，これらの「回避す

べきもの」の存在があった。

　さて，1960年代や1970年代には，既成政党や経済界が経済的要因から環境

政策の推進に抵抗する傾向がみられ，環境政策の推進派と反対派の違いは明

瞭であった。しかし，今日の環境問題にかかわるアクターを見回せば，かつ

てのように環境主義者，反環境主義者といった二項対立的理解が通用しない

ことは明らかである。今日では，環境政策は新しい市場を生み出すものとし

て，既成政党や企業にとっても魅力的なものへと変貌したことから，各アク

ターの立場が複雑化し，環境政策推進の理由を簡単には見出しにくくなって

いる。

　環境政策が下からの突き上げに対する対症療法的対策を超えて，政治的お

よび経済的利益をも生み出すものへと変容してきたという，より複雑な環境

政策の全体像を理解するためには，あるアクターはいかなる政治的利益と経

済的利益を環境政策に組み込もうとしているのかを冷静に見極める必要があ

る。そして，一見，環境政策への取り組みが消極的と考えられがちな保守政

党や経済界が新たな政策導入に向けて動かざるを得なくなったさまざまな事

例の考察は，日本のみならず環境政策の今後の発展が期待される国々にも示

唆を与えるはずである。環境政策の成立・展開過程をつぶさに理解しようと

する環境政策史は，そのための判断材料を与えるものとなろう。
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〔注〕
⑴　本章で1990年のドイツ再統一以前の時期において「ドイツ」と呼ぶ場合，
とくに断りがなければ旧西ドイツを指す。
⑵　容器包装令の書誌情報は，参考文献欄（ドイツ法令資料）を参照。容器包
装令は，規制令（Verordnung）のひとつである。日本の規制令は行政立法で
あり，議会での審議を経ないが，ドイツの規制令は議会にて審議される。し
たがって，容器包装令は日本の法律に相当するということができる。容器包
装令の概要については，山田［1992］，喜多川［2001］などを参照。なお，
1990年上半期のみに限定して容器包装令の成立過程を追ったものとしては喜
多川［2010］がある。本章は，喜多川［2010］をひとつの下敷きとしている
ものの，異なる課題設定および研究対象時期のもとで，より詳細な考察を行
ったものである。 

⑶　デュアル・システムの概要については，第 2節を参照。なお，デュアル・
システムの詳細については，喜多川［2001］などを参照。
⑷　通常，連邦環境省と称されるが，正式名称は，ドイツ連邦環境・自然保護
および原子炉安全省であり，環境行政および原子力行政を所管している。
1986年 4月のチェルノブイリ原発事故を受けて，同年 6月に BMUは設立され
た。BMUの初代大臣はキリスト教民主同盟（CDU）のヴァルター・ヴァルマ
ン（Walter Wallmann）であり，テプファーは1987年 5月に 2代目大臣に就任
した。テプファーは，地域開発政策分野の大学教授も務めた CDU所属の政治
家である。
⑸　文書資料（史料）は，一次資料と二次資料に大別される。この区別は必ず
しも厳密なものではないが，本章では，第三者による解釈が加えられていな
いものを一次資料（官公庁文書，議会議事録などの公文書や個人文書など），
著作・学術論文のように第三者による解釈がなされたものを二次資料と呼ぶ。
なお，一次資料は公文書館に所蔵されている未公刊文書と，政府文書，政党
文書，国際機関文書などの公刊資料に分けられる。公刊資料に比べ，未公刊
資料の収集は容易ではない場合が多い。

⑹　容器包装令において，販売包装とは最終消費者のもとでその機能を終える
使い捨て容器包装を指し，ガラス，紙，ブリキ，プラスチック，アルミニウ
ムなどの素材によるものである。なお，容器包装令では，販売包装以外の容
器包装として，輸送包装と再包装が定められている。輸送包装とは，製造者
から販売者に至る商品の輸送中の損傷を防ぐ，樽，缶，ダンボール製の包装
を指し，再包装とは，セルフサービス，窃盗防止および宣伝のために販売包
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装の付加物として用いられるラップ，ダンボール製の包装を指す。
⑺　リターナブル率とは，国内の飲料容器総消費量に占めるリターナブル飲料
容器の消費割合である。リターナブル飲料容器とは，使用後，回収・洗浄を
経て再充填が可能な容器である。

⑻　ワンウェイ飲料容器とは，リターナブル飲料容器ではない使い捨ての飲料
容器を指す。

⑼　のちに，リサイクル率のみが事業者が達成すべきものとなった。
⑽　リサイクル率の達成状況については，喜多川［2001: 69］を参照。
⑾　この点に関しても，のちに，リサイクル率のみが事業者が達成すべきもの
となった。

⑿　リターナブル率が 2年連続で72％を下回ったため，ワンウェイ飲料容器に
対する強制的な回収・デポジット義務が，2003年 1月 1日から，ビール，ミ
ネラルウォーター，炭酸入り清涼飲料などに対して適用されている。 

⒀　Die Zeit, 1985年 1月25日および，Der Spiegel, 1986年第 8号（ 2月17日付），
26ページを参照。 

⒁　Der Spiegel, 1986年第 8号（ 2月17日付），27ページを参照。 
⒂　Der Spiegel, 1986年第 8号（ 2月17日付），27ページを参照。 
⒃　廃棄物法の書誌情報は，参考文献欄（ドイツ法令資料）を参照。
⒄　当時，容器包装令制定にかかわっていた BMU官僚のトーマス・ルムラー
（Thomas Rummler）によれば，容器包装令制定はテプファー大臣の指示によ
って進められたものであった（トーマス・ルムラー氏への聞き取り調査によ
る。2004年 9月13日，ボンにて実施）。テプファーと BMU官僚の利害対立を
資料から見出すことはできず，また，両者の間に特別異なった利害があった
とはみなしにくいため，本章では両者の利害は一致していたとみなす。同様
の理由から，FDPと当時の党首ラムスドルフの容器包装廃棄物政策に関する
利害も一致していたとみなす。

⒅　第 4節第 7項で取り上げるテプファーからラムスドルフへの書簡にその記
述がある。

⒆　Deutscher Bundestag, Drucksache 11/1927 （neu）, S. 1-2。
⒇　Deutscher Bundestag, Drucksache 11/2949, S. 1-3。
21　ここで，BMU文書とは，BMUが作成した文書を指す。かつて BMUが所蔵
し，その後，連邦公文書館に移管された文書も含む。ドイツの中央省庁は，
担当官僚が案件ごとに細かく分類されたファイルに，検討案や省外の関係者
との交渉の内容，省外の関係者が省庁に送付してきた文書などのあらゆる資
料を保管している。なお，公文書の利用は，書き手である官僚の解釈の過大
視につながる可能性もある。しかし，ここで利用する BMU文書は，官僚の日
常的な業務で作成された文書案，容器包装令草案，会議録などであるため，
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書き手の解釈が入る余地は少ない。
22　この調査報告書は，委託先の研究所の著名な経済学者カール＝ハインリヒ・
ハンスマイヤー（Karl-Heinrich Hansmeyer）の名を冠し「ハンスマイヤー鑑
定書」と呼ばれることもある（Viehöver［2002: 124］）。しかし，実際に執筆し
たのは，ディーター・エヴリングマン（Dieter Ewringmann）らであった。

23　Der Spiegel, 1986年第 8号（ 2月17日付），27ページを参照。
24　Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 11/194, S. 14954。
25　本文書をはじめ BMUのほとんどの文書中では，ファーストネームなしで

Kreftと表記されている。1990年 8月 7日に BMUが主催した容器包装令に
関する公聴会資料から，この人物はハンスユルゲン・クレフト（Hansjürgen 

Kreft）であると考えられる。
26　1990年目標決定の告示の書誌情報は，参考文献欄（ドイツ法令資料）を参
照。
27　原文中の Handelという語は商業者と訳されることも多いが，ここでは販
売者と訳した。販売者には卸売業者も含まれるが，ここではおもに小売業者
（Einzelhandel）を指していると考えられる。なお， 4月20日付以降の容器包
装令草案では，この語は販売者（Vertreiber）に改められている。また，原文
では， 3つの案には 1，2.1，2.2という番号が付されているが，ここでは第 1
案，第 2案，第 3案とした。
28　この背景には，使用済み商品が回収された際に，デポジット制度において
は消費者へデポジット額が返還されるという事情がある。

29　プラスチック令の書誌情報は，参考文献欄（ドイツ法令資料）を参照。
30　1990年目標決定の告示を指すと思われる。
31　ファーストネームは文書中に記載されていないため不明であるが，この人
物はクヌート・ブリュンイェス（Knut Brünjes）ではないかと推測される。

32　末尾の差出人名が，クレメンス・シュトロートマン（Clemens Stroetmann）
次官からテプファーに赤字で修正された。赤字による修正は，規則により，
大臣によるものである。もともと 5月11日付文書の表題が「大臣の書簡」で
あることと，本文中の「 5月 3日のわれわれの会談」との記述から，この書
簡の差出人をテプファーと考えるのが妥当であろう。したがって，この修正
は単純ミスを直したものと考えられる。

33　しかし，その後の1990年10月のドイツ再統一によって環境保護は第 2級の
選挙テーマになった。Der Spiegel, 1986年第47号（11月19日付），68～79ページ
を参照。

34　Der Spiegel, 1989年第15号（ 4月10日付），36～56ページを参照。なお，容器
包装令の制定などの成果を上げたテプファーは，その後，連邦建設大臣を経
て，国連環境計画の事務局長に就任した。
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35　なお，BMUで容器包装令草案作成が進められていた1990年 4月にラムス
ドルフは，関係する業界に対して，廃棄物処理の新しい形態であるデュア
ル・システムを拒絶するのではなく協力すべきであると促していた。その際
には，民間部門による自主的な手法であるデュアル・システムは，官僚支配
を回避できるだけでなく，低コストでもあると説いた（Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 1990年 4月17日）。
36　たとえば，1990年 5月18日付の Frankfurter Allgemeine Zeitung，Süddeutsche 

Zeitung，Die Weltなどの主要紙をみよ。
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